


月 市P連関係・地域活動

・新入生PTA入会申込書回収 ・運営サポーター説明会のお知らせ 配布

・第１回執行部会

・市P連新旧理事会 ・執行部会 ・PTA総会資料 配信

・体育祭協力（保護者受付・誘導） ・PTA総会、賛否回答の締め切り

・市P連新旧理事会 ・高校訪問参加者へ案内・PTA会員証 配布

・市P連総会

・高校訪問 ・広報誌「若い芽」第１８5号 配布

　7/７　南陵・叡明・市立川口　　　　　　

　７/14  浦和西・大宮開成・浦和実業

・市P連会長会 ・第２回執行部会 ・PTA会費納入のお願い

・Bluetoothスピーカー購入

・市P連会長会 ・合唱祭協力（保護者受付）

・市P連交流会 ・第３回執行部会

・市P連会長会

・市P連バスレク

・市P連会長会　　　 ・次年度ＰＴＡ継続申込書配布（在校生） ・映画鑑賞と焼き芋会のお知らせ

・第４回執行部会

・卒業式花束手配

・次年度PTA入会申込書回収 ・生徒応援費に関するお知らせ

・卒・入学式立て看板購入 ・PTA入会確認のお知らせ

・Bluetoothスピーカー購入（２回目）

・掃除機２台購入

・シュレッダーの購入

配信（C4th home&school）・配布

4

6

7

活動・会議

・PTA総会書面審議結果 配信

・ＰＴＡ高校訪問のお知らせ 配信

5

・PTA会費納入のお願い（再）

令和5年度　活動報告

8

・制服リサイクルのお願い

3

11

12

1

2

9

10
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顧問

会長

 阪本　昌子（１年）  坂本　洋子（１年）  丹生　こずえ（１年）

 春山　敦（教頭）

書記

会計

会計監査

　

　

令和6年度　戸田東中学校PTA役員名簿（案）

執
行
部

 永井　孝寛（元会長）  武内　正史（前会長） 鈴木　研二（校長）

 佐藤　賢治（３年）

 山内　由美子（２年）

 牧野　愛（２年）  山本　彩（１年）

 山中　佳代（２年）  藤澤　由貴子（２年）

 高杉　亘（３年）

 倉地　雅子（３年）

 関谷　絢子（３年）  沢辺　愛（２年）  鈴木　葉月（２年）

 堀江　雄二（教務主任）

副会長

教職員理事

 高橋　健司（1学年主任）

 清水　文雄（３学年主任）

 本間　裕美子（３年）  井口　静（３年）

 濱田　征臣（２学年主任）

個人情報保護の観点から個人名は非表示とさせていただきます
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月 市P連関係・地域活動

・入学式

・市P連 新旧理事会

・戸田市学校保健会 総会、講演会

・高校訪問（１回目）

・学校保健委員会

9

・東小中研究発表　案内協力 ・人権教育指導者 研修会

・小中合同　学校保健委員会

1

・戸田東小、喜沢小 卒業証書授与式　

・学校サポート品購入

・制服リサイクル　

12

・PTA交流会

令和6年度 活動計画（案） 

4

5

8

7

主な活動

・入学式 案内協力

・活動ボランティア説明会

・PTA総会資料配信・決議

・広報誌「若い芽」発行

・高校訪問（２回目）

・PTA交流会

6

・体育祭協力（受付、保護者誘導）

3 ・PTA会計監査

　　　　　　　※社会情勢によっては、活動を縮小することがあります。

2

・合唱祭協力（案内、誘導）

・卒業式 花束手配

・戸田東中卒業証書授与式　案内協力

・理事会随時開催

　　　　　　　※前年度までの活動実績を参考にしています。そのため、日程の変更はあります。

年間

・執行部会 随時開催

・広報紙 取材

10

11

4
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戸田東中学校ＰＴＡ会則（案） 

※二重線箇所が削除、下線部が追記予定です。

第１章 名称および事務所 

第１条 この会は、戸田東中学校 PTA といい、事務所を戸田市立戸田東中学校内におきます。 

 

第２章 目的と活動 

第２条 この会は、保護者と教職員との協力によって、民主教育の充実振興につとめ、あわせて

会員相互の親睦と教養を高めることを目的とします。 

第３条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動をおこないます。 

1. 学校の民主的運営に協力し、家庭教育および社会教育の学習と実践につとめます。 

2. 生徒および教職員の福祉・厚生活動に協力し、生徒の校外生活の補導・育成と地域社会

の教育的環境の浄化と振興につとめます。 

3. 自主独立を基本とし、他の団体や機関の干渉を受けません。 

4. 目的を同じくする団体・機関と協力し、特定の宗教団体・営利企業及び政治団体には、

関与いたしません。 

5. その他目的達成に必要な活動をおこないます。 

 

第３章 会員 

第４条 この会の会員になることができるのは、生徒の保護者と学校職員とし、すべて平等の義

務と権利を持ちます。なお、この会は任意団体であるので、入会希望者は、所定の入会

申込書を提出して頂きます。また、退会希望者は、所定の退会申込書を提出しなければ

なりません。（卒業、転校時は不要です。） 

 

第４章 役員 

第５条 この会に次の役員をおき、任期を１年間とします。ただし、再選は妨げません。 

顧問若干名、会長１名、副会長・書記・会計・会計監査各若干名、理事 

第６条 この会の役員の選出は、次の通りとします。 

1. 顧問は学校長および前会長とし、総会の承認をうけます。 

2. 会長・副会長・書記・会計・会計監査の選任は、次年度役員選考委員会において推挙し、

総会の承認を受けます。ただし、副会長 1 名は教頭とします。 

3. 理事は学校職員の中から５名以内の理事を選出することができます。 

第７条 役員の任務は次の通りとします。 

1. 顧問は会の運営に参与して指導助言します。 

2. 会長は会を代表して会務を総括します。 

3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理します。 

4. 書記は会議の記録、各種書面の作成をします。 

5. 会計監査は会計を監査して決議機関に報告します。 

6. 理事は会の活動を分掌して執行にあたります。 

7. 会計はこの会の会計を担当します。 
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第５章 会議 

第８条 この会議は次の通りとし、会長が招集します。 

1. 総 会 — 総会は全会員により構成し、毎年１回定期に開催して、予算・決算・活動

報告・活動計画の審議決定、役員の選任および会則改正、その他重要事項の決定をおこ

ないます。また理事会が必要と認めた場合および全会員の３分の１以上の要求があった

場合は臨時に開きます。 

2. 理事会 — 理事会は顧問・正副会長・会計・書記および理事（教職員理事）によって

構成し、随時開催して活動執行に必要な議事を審議決定します。 

第９条 この会の会議は、構成員の２分の１以上の出席（委任状可）により成立し、過半数の賛

成をもって可決し、可否同数の場合は議長が決します。会議の議長はその都度会員の

中から選びます。 

 

第６章 運営 

第１０条 この会を運営するため、活動ボランティアをおきます。 

第１１条 活動ボランティアは、必要に応じて活動ごとに募集します。 

 

第７章 会計 

第１２条 この会の経費は会費兼生徒応援費・活動収益・その他をもってあてます。 

第１３条 会費は（生徒数にかかわらず）1 家庭につき年額１,８００円教職員および在校生徒１

人につき年額５００円とします。ただし理事会で認めた場合は免除することができま

す。 

第１４条 この会の会計年度は、毎年４月 1 日より翌年 3 月 31 日までとします。 

第１５条 会計監査は年１回実施し、報告は総会でおこないます。 

 

第８章 個人情報保護 

第１６条 個人情報保護法の改正・施工（H29．5．30）に伴い、「戸田東中 PTA」は、この

法律の内容を理解し履行します。 

1. 構成員の個人情報の取得に当たっては、戸田東中ＰＴＡ以外に使用しません。また、他

の組織への流出は致しません。 

2. 個人情報の利用は、戸田東中 PTA の活動以外は使用しません。 

3. 集約された個人情報は、戸田東中 PTA 執行部が管理します。管理に当たっては、電子

管理にはパスワードの設定をし、紙の場合は施錠できる PTA 保管庫に保管します。 

4. 戸田東中 PTA で作成された名簿の利用については、年度終了時に回収し、適時破棄し

ます。 

5. 当該本人から個人情報の訂正及び削除が求められた場合は、これに応じます。 
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第９章 改廃 

第１７条 この会則の改廃は、総会出席者の３分の２以上の賛成を必要とします。   

（附則）  一部改訂 平成 11 年２月 20 日 平成 17 年４月１日  平成 20 年４月 25 日

平成 23 年５月 13 日 平成 30 年５月 10 日 平成 30 年９月６日 

平成 31 年２月６日  令和元年 12 月４日  令和 3 年４月１日 

令和４年３月２日   令和５年４月１日   令和６年４月２６日 

 

戸田東中学校ＰＴＡおよび慶弔等に関する申し合わせ 

１．表彰 

   生徒の善行等は校長の推薦にもとづいて表彰します。 

２．お祝い金 

   教職員の結婚および出産については、5,000 円を贈るものとする。 

３．見舞金 

   病気および障害等で引き続き一ヶ月以上入院治療を要した場合、見舞金をおくります。 

   教職員・・・10,000 円  生徒・・・5,000 円 

４．弔慰金 

   教職員・・・10,000 円 （教職員の配偶者および一親等の親族・・・5,000 円） 

   生徒および保護者・・・10,000 円 

５．この申し合わせによる慶弔金等による返礼は、一切行なわないものとする。 

６．この申し合わせに定めのない場合や緊急を要する場合については、会長の判断で執行し、 

理事会に報告します。 

７．この申し合わせの改廃は、理事会の議を経ておこないます。 

施行 平成 11 年２月 20 日 

改正 平成 13 年６月 29 日 平成 23 年４月 14 日 

令和５年１１月１８日 令和６年４月２６日 

戸田東中学校ＰＴＡ出張および旅費に関する申し合わせ 

 

1. 会員が会の活動のために学校以外に出張した場合、それに要した旅費、研修参加費、資料の

負担金の実費を支給します。 

2. 会員が会の活動のため学校以外に出張する場合は、原則として電車・バス等公共交通機関を

利用することとします。 

3. やむを得ずタクシー等を利用する場合は、なるべく事前に会長の承認を得ることとし、なる

べく領収書をもらって下さい。 

4. その他の交通手段を利用した場合は、その都度、協議します。 

5. この申し合わせの改廃は、理事会の議を経ておこないます。 

施行 平成 11 年２月 20 日

改正 令和６年４月２６日
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